
第７号様式（工事）  

現場代理人等指定通知書  

 

 
令和   年   月   日  

 
  函館市長  大泉  潤  様  

 
住  所  

受注者  

氏  名          
 

 

工事名                             

 
  上記工事に係る現場代理人等を次のとおり定めたので通知します。  

 

 区    分  氏     名  備        考   

現場代理人    

主任技術者    

   

   

   

   

 

 
注 １ 「区分」欄は，現場代理人，主任技術者，監理技術者，専門技術者の別を記載し，かつ，専門技術者 

の場合は工事種別を括弧書きすること。 

２   主任技術者等の資格内容および専任，兼任の別を「備考」欄に記載すること。 

    ３  この通知書には，現場代理人等の経歴書（第８号様式（工事））および３ヶ月以上の直接的雇用 

関係を確認するために次のいずれかの書類の写しを添付すること。 

           (1)監理技術者資格者証 (2)健康保険被保険者証 (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

      (4)住民税特別徴収税額通知書 (5)源泉徴収票 (6)その他確認できる書類等 

  4  監理技術者は，建設業法第26条第２項に規定する場合。 

 

 
                   受理   令和   年   月   日   

                   監督員               

契約書と同一の工事名を記入 

*契約書の着手日を記入 

*契約書の住所を記入 

*契約書の氏名を記入 

*現場代理人，監理技術者，主任技術者は同一人物で可。 
 別の場合は，それぞれの経歴書の提出が必要です。 

建築 一郎 

建築 一郎 

通常（単独契約）の場合 

専任，１級建築施工管理技士 

*請負金額が 40,000千円以上の場合は，主任技術者は専任です。 
 
*下請負金額が 45,000千円以上の場合は，監理技術者が必要です。 
 
*現場代理人と主任技術者が同一人物の場合，現場代理人を兼任できる 
場合を除き，主任技術者は他工事と兼任することはできません。 

 

*受理の日付は空白とする 

*監督員の職・氏名を記入 
 監督員に確認すること 

〇〇〇〇 函館 太郎 



第７号様式（工事）  

現場代理人等指定通知書  

 

令和   年   月   日  
 

  函館市長  大泉  潤  様  
 

住  所  
受注者  

氏  名          

 
 

工事名                             

 
  上記工事に係る現場代理人等を次のとおり定めたので通知します。  
 

 区    分  氏     名  備        考   

現場代理人  建築 一郎 

 

 函館建設株式会社 
  
 

監理技術者  建築 一郎 

 

 函館建設株式会社 
 専任，指定建設業監理技術者 
 

主任技術者  建築 二郎 

建築 一郎 

 

 函館組株式会社 
 専任，１級建築施工管理技士 

主任技術者  建築 三郎 

 

 函館工務店株式会社 
 専任，１級建築施工管理技士 

主任技術者  建築 四郎 

 

 函館住宅株式会社 
 専任，１級建築施工管理技士 

 

 
注 １ 「区分」欄は，現場代理人，主任技術者，監理技術者，専門技術者の別を記載し，かつ，専門技術者 

の場合は工事種別を括弧書きすること。 

２   主任技術者等の資格内容および専任，兼任の別を「備考」欄に記載すること。 

    ３  この通知書には，現場代理人等の経歴書（第８号様式（工事））および３ヶ月以上の直接的雇用 

関係を確認するために次のいずれかの書類の写しを添付すること。 

           (1)監理技術者資格者証 (2)健康保険被保険者証 (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

      (4)住民税特別徴収税額通知書 (5)源泉徴収票 (6)その他確認できる書類等 

  4  監理技術者は，建設業法第26条第２項に規定する場合。 

 

                   受理   令和   年   月   日   

                   監督員               

契約書と同一の工事名を記入 

*契約書の着手日を記入 

*契約書の住所を記入 

*契約書の氏名を記入 

*現場代理人，監理技術者，主任技術者は同一人物で可。 
 別の場合は，それぞれの経歴書の提出が必要です。 

共同企業体の場合 

*すべての構成員が，主任技術者を専任で配置する必要があります。 
*下請負金額が 45,000千円以上の場合は，監理技術者が必要です。 
*現場代理人と主任技術者が同一人物の場合，現場代理人を兼任できる 
場合を除き，主任技術者は他工事と兼任することはできません。 

*受理の日付は空白とする 

*監督員の職・氏名を記入 
 監督員に確認すること 

〇〇〇〇 函館 太郎 


